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令和４年１１月３０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３１年（ワ）第３４６５号 国家賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和４年５月３０日 

判       決 

主       文 5 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は、原告らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

被告は、原告らに対し、各１００万円及びこれらに対する平成３１年２月２８日10 

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、同性の者との婚姻を希望する原告らが、婚姻を異性間のものに限り同性

間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定が憲法１４条１項、２４条１項及15 

び２項に違反しているから、国会は民法及び戸籍法の諸規定が定める婚姻を同性間

でも可能とする立法措置を講ずべき義務があるにもかかわらず、これを講じていな

いことが国家賠償法１条１項の適用上違法であると主張して、慰謝料各１００万円

及びこれらに対する訴状送達の日である平成３１年２月２８日から支払済みまで平

成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の20 

支払を求める事案である。 

２ 前提事実等 

 当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠（証拠番号は、特に断らない限り枝番

号を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によって明らかに認定できる事実は以下

のとおりである。 25 

  性的指向、性的少数者 
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 性的指向（sexual orientation）とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に

対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に向くことが

異性愛、同性に向くことが同性愛（ゲイ、レズビアン）、双方の性別に向くことが

両性愛（バイセクシャル）である（以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、

性的指向が同性愛である者を「同性愛者」といい、同性愛者と性的指向が両性愛で5 

ある者を併せて「同性愛者等」という。）。また、身体的性別と性自認（gender identity）

が一致しない者がトランスジェンダーである（以下、同性愛者等とトランスジェン

ダーを併せて「性的少数者」と呼ぶことがある。）。 

 原告ら 

 ア 原告ａと原告ｂは、共に同性愛者の女性で、平成６年から同居して共同生活10 

を送っており、平成３０年９月６日、居住する地方公共団体のパートナーシップ証

明制度（地方公共団体によって呼称及び具体的内容は異なるが、大要、地方公共団

体が同性カップルをパートナーとして公証する制度をいう。以下同じ。）を利用し

て、パートナーシップの宣誓を行った。原告ａと原告ｂは、平成３１年１月１７日

に婚姻届を提出したが、受理されなかった。（甲Ｃ１、２、５～１０） 15 

 イ 原告ｄと原告ｃは、共に同性愛者の女性で、平成１８年頃からお互いの子供

３人とともに同居して共同生活を送っており、平成２７年１１月５日、居住する地

方公共団体のパートナーシップ証明制度を利用して、パートナーとなることの宣誓

を行った。原告ｄと原告ｃは、平成３１年２月７日に婚姻届を提出したが、受理さ

れなかった。（甲Ｄ１～８） 20 

 ウ 原告ｅと原告ｆは、共に同性愛者の男性で、平成２８年頃から同居して共同

生活を送っており、平成３１年２月１日に婚姻届を提出したが、受理されなかった。

（甲Ｅ１～３、７） 

 エ 亡ｇと原告ｈは、共に同性愛者の男性で、平成１５年頃から同居して共同生

活を送り、平成３１年１月４日に婚姻届を提出したが、受理されなかった。亡ｇは25 

本件訴訟提起後である令和▲年▲月▲日に死亡し、原告ｈはその包括受遺者である。
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（甲Ｆ１、３～９） 

 オ 原告ｉは、ドイツ連邦共和国籍の同性愛者の女性であり、平成２５年に来日

した。原告ｉは、日本人女性と２０１８年（平成３０年）９月１０日にベルリン市

において婚姻した。原告ｉと上記日本人女性は、平成３１年１月１６日、日本国内

の居住地において婚姻届を提出したが受理されなかった。（甲Ｇ１～３、６、１０） 5 

 ３ 法律の定め 

 民法は、第４編第２章「婚姻」を設け、婚姻に関する諸規定を置き（７３１条以

下）、婚姻の成立要件、効力等について定めているところ、その中で、婚姻は、戸

籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる旨を定め（７

３９条１項）、婚姻した当事者を「夫婦」と呼称し、そのいずれかを「夫」又は「妻」10 

と呼称している（７５０条、７６７条等）。 

また、戸籍法は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏等の事項を届書に記

載して、その旨を届け出なければならず（７４条）、婚姻の届出があったときは、

夫婦について新戸籍を編成し（１６条１項本文）、当該戸籍には、戸籍内の各人に

ついて、夫又は妻である旨が記載されることとされている（１３条６号）。 15 

 このように、婚姻制度に関する民法第４編第２章及び戸籍法の諸規定（以下、こ

れらを併せて「本件諸規定」という。）は、同性の者同士の婚姻を明文で禁止して

いるものではないが、婚姻を「夫」と「妻」の間のもの、すなわち異性間のものと

して定めており、同性間の婚姻は認められていない。 

４ 争点 20 

  同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性 

  国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法１条

１項の適用上違法と評価されるか 

  損害の有無及び額 

  国家賠償法６条所定の相互保証の存否（原告ｉ関係） 25 

５ 争点に関する当事者の主張 
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⑴ 同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性（争点⑴） 

（原告らの主張） 

ア 本件諸規定が憲法２４条１項に違反することについて 

 人と人が、親密な関係を基礎として一定の永続性を持った共同生活を営み、

家族を形成することは、人生の喜びや悲しみを分かち合うことを通じた人生の充実5 

をもたらすものであり、その人らしい人生、その人らしい幸福追求をなす上で重要

な意味を持つ。このような家族の形成について、法律が要件と効果を定めて承認・

公証し、社会の構成単位として位置付け、権利義務の束を付与する仕組みが婚姻（法

律婚）であるが、婚姻は、上記のとおり人生の充実をもたらすばかりでなく、法制

度を通じた様々な権利義務の付与やそれに伴う社会的承認を通じ、その当事者を社10 

会の構成単位として正式に認め迎える契機ともなるものである。このように、婚姻

はその人の人生と人格に深く関わるものであり、個人が人格的生存を図る上で不可

欠の事柄である。そのため、婚姻をするかどうか、いつ誰とするかについての自己

決定権（以下「婚姻の自由」という。）は、全ての人が個人として尊重される（憲

法１３条）という憲法の基本原理に照らし、自己決定権の重要な一内容をなすもの15 

というべきである。 

そして、婚姻及び家族制度に関する規定である憲法２４条の法意は、個人よりも

「家」を優位に置いて婚姻の自由が制限されるなどした昭和２２年法律第２２２号

による改正前の民法の下での婚姻制度の在り方を根本から否定した上、婚姻が自己

決定権の重要な一内容であることに鑑み、新たな婚姻制度の下では人が望む相手と20 

の意思の合致のみにより自律的に婚姻をなし得ることが確保されなければならない

ことを命ずるというものに他ならない。このように、法制度の存在を前提に、人が

自己の望む相手と意思の合致のみにより自律的に婚姻をする権利としての婚姻の自

由は、憲法２４条１項により保障される。 

 この婚姻の自由は、法律婚を定めた法制度の存在を前提とするものではある25 

が、人と人が生活を共にしようとするに当たり、社会が一定の条件の下でこれを承
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認し、これに様々な利益や責任を結びつける仕組みは、前国家的なものであり、婚

姻に関する法制度は、このような性格を有する婚姻に対し、法律による規律・整序

を及ぼしたものにすぎない。したがって、憲法２４条１項は、婚姻に関する法制度

の枠内でのみ婚姻の自由を保障しているのではなく、国家以前の個人の尊厳に直接

由来する自由として婚姻の自由を保障していると解すべきであり、憲法が婚姻制度5 

について要請し想定した核心部分を婚姻に関する法制度が何らの正当化根拠なく制

約する場合には、その法律は違憲となる。 

そして、憲法２４条１項が、婚姻は両性の合意にのみに基づいて成立するとして、

婚姻が当事者間の自由かつ平等な意思決定により成立すべきことを定めていること、

同条２項が、配偶者の選択が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきことを求10 

めていること、婚姻は個人の人格的自律に深く関わり、個人の幸福追求において最

も重要な意味を持つものの一つであることなどからすると、憲法が婚姻制度につい

て要請し想定した核心部分とは、望む相手と両当事者の合意のみに基づいて婚姻が

成立するという点であると解すべきである。 

 同性カップルも、異性カップルと全く同様に婚姻の本質を伴った共同生活を15 

営むことができ、現に原告らは異性カップルと同様にパートナーとの間で信頼関係

に基づく関係を築いている。同性愛者等にとって、婚姻による法的保護を受けるこ

とが人格的生存に不可欠であることは異性愛者と何ら異なるところはなく、このこ

とは、原告らがパートナーと婚姻できないために周囲から夫婦としての承認を得る

ことができず、具体的な不利益を受けている事実からしても明らかである。さらに、20 

異性愛者に婚姻の自由を保障する一方で同性愛者等を婚姻の自由から排除すること

は、同性愛者等に対し、異性愛者よりも劣った存在であり、社会の正式な構成員で

はないとのスティグマを与えるものであり、このことは民主主義社会の基盤を弱体

化させることにもつながる。 

 したがって、憲法が婚姻の自由を保障した趣旨は同性カップルにも当然に妥当し、25 

これらを別異に扱うべき憲法上の根拠は存在しないから、憲法２４条１項は、異性
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愛者のみならず、同性愛者等にも婚姻の自由を保障するものであり、同項の婚姻の

自由は同性間の婚姻にも及ぶものと解すべきである。 

 これに対し、憲法２４条１項は「両性」の文言を用いており、その制定の際

には異性間の婚姻のみが想定されていたことがうかがわれる。 

しかし、憲法制定過程において、婚姻の当事者を男女に限定することが議論され5 

たり、そのために「両性」という文言が使用されたりした事実はない。憲法２４条

の制定趣旨は、旧憲法下の家制度の制約を婚姻及び家族の法制から排除し、婚姻に

ついては対等な当事者の自由な意思によるべく、戸主等の同意を要件とする制度を

排除することであり、同条における「両性」の文言は、同性間の婚姻を排除する趣

旨に出たものではないというべきである。 10 

また、憲法２４条が「両性」の文言を用いたのは、憲法制定時、同性愛が精神疾

患と認識されており、同性間の親密な関係や共同生活が法的保護を及ぼす対象とし

て意識されることがなかったためである。しかし、その後、精神医学の分野におい

て、同性愛を精神疾患とする知見に合理的な根拠がないことが実証的に明らかにさ

れ、現在では同性愛は精神疾患に当たらないとする認識が確立している。これに伴15 

い、性的指向に基づく人権の制約は許されないという認識が国際的に浸透し、諸外

国では同性カップルの婚姻の法制化が次々に実現している。我が国においても、多

くの地方自治体において同性カップルを承認する制度であるいわゆるパートナーシ

ップ証明制度の導入が進んでいるほか、国民の中でも、同性間の婚姻制度の導入に

賛成する者が約６割を占めるなど、同性カップルを異性カップルと等しく婚姻によ20 

り保護すべきであるという意識は高まり続けている。 

以上のとおり、憲法の原理に即し、また社会の変化を踏まえて考察すれば、憲法

が婚姻制度について要請し想定した核心部分である、望む相手と両当事者の合意の

みに基づいて婚姻が成立するというときの「両当事者」には、同性の者同士も含ま

れると解釈するのが、今日の解釈として相応しいものというべきである。憲法制定25 

当時に想定されていなかった権利がその後の社会の変化を受けて憲法上の権利とし



 7 

て認められるに至った例は数多く存在するのであり、上記のごとく考えることは何

ら不当なものではない。そもそも、婚姻の自由が憲法上の権利として保障される究

極的な根拠は、それが憲法の基本価値である個人の尊厳に不可欠だからであるとこ

ろ、婚姻がもたらす法律上・事実上の価値の重要性や、婚姻をするかどうか、いつ

誰とするかを自律的に決定することができることの重要性は、異性愛者であると同5 

性愛者等であると、何ら異なるところはないのであって、婚姻の自由が異性間の婚

姻については保障される一方で、同性間の婚姻については保障されないなどとする

解釈がおよそ不当であることは明らかである。 

よって、憲法２４条１項における「両性」とは「両当事者」を意味すると解すべ

きであり、同項は異性愛者と同様、同性愛者等に対しても婚姻の自由を保障してい10 

るというべきである。 

 なお、被告は、本件諸規定の目的は生殖と養育に対する法的な保護であるか

ら、異性カップルにのみ婚姻の資格を与える本件諸規定の立法目的は合理性を有す

ると主張する。しかし、民法上、生殖能力及び意思が婚姻の要件となっていないこ

とからも明らかなとおり、生殖と養育は婚姻の目的ではなく、一つの機能・役割に15 

すぎない。かえって、子を産み育てながら共同生活を送ることは異性カップルと同

様に同性カップルでも行い得るのであるから、生殖と養育に対する法的な保護を婚

姻の目的として挙げるのであれば、なおさら同性カップルの保護の必要性は高いと

いうべきである。 

そして、同性愛者等を婚姻から排除することを正当化する根拠は何ら存在せず、20 

それどころか、本件諸規定の基礎となる立法事実であった、異性愛こそが正常な人

的結合の在り方であり、その反面、同性愛は正常ならざる人的結合であるとする観

念（いわゆる異性愛規範）は現在では失われているのであるから、本件諸規定は、

今日においては何らの合理性を有しない。 

よって、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定は、憲法２４条１項に違反する25 

ものである。 
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イ 本件諸規定が憲法２４条２項に違反することについて 

 憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する立法について、その制定の指針を

示すと同時に、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反する立法については、これ

を無効ならしめる効力を有する規定である。 

ところで、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについての意思決定、とり5 

わけ誰と婚姻するかという配偶者の選択に係る意思決定は、その人の人格に深く関

わり、個人の幸福の追求について自ら行う意思決定の中で最も重要なものの一つで

あり、もし婚姻、とりわけ配偶者の選択を自由に行えないのであれば、個人が尊厳

ある存在として尊重されたとは到底いえない。したがって、婚姻の自由、とりわけ

配偶者選択の自由は、憲法２４条２項にいう「個人の尊厳と両性の本質的平等」の10 

最も重要な内容の一つに当たるというべきであり、同項が「配偶者の選択」を明文

で掲げ、更に同条１項が婚姻の自由について特に規定を設けたのは、上記の内容を

実定法に具現化したものであると解される。そして、婚姻の自由、とりわけ配偶者

選択の自由が上記のごとき重要性を有することに鑑みれば、法律が婚姻の自由、と

りわけ配偶者選択の自由を直接否定したり、婚姻の成立や配偶者の選択に個人の人15 

格を否定するような条件を設けて自由な意思決定を制約したりするような場合には、

このような制約に真にやむを得ない理由が存在するか否かが厳格に審査される必要

があり、このような理由が存在すると認められない限り、当該法律は、憲法２４条

２項に違反するものと解すべきである。 

なお、被告は、憲法２４条２項が立法府の広い裁量を認めたものである旨主張す20 

る。しかし、同項は、婚姻及び家族に関する立法が「個人の尊厳及び両性の本質的

平等」に立脚したものでなければならないとして立法に対する直接的な拘束を及ぼ

しているのであるから、立法府は正当な理由のない限り上記拘束に従った立法をす

るほかないのであって、立法裁量を行使する余地はない。被告の主張は失当である。 

 本件諸規定は、同性間の婚姻を禁止するものであるから、本件諸規定により25 

同性愛者等は自らが望む相手との婚姻をすること自体ができなくなる。よって、本
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件諸規定は、同性愛者等の婚姻の自由を直接的かつ強度に制約するものである。婚

姻は、戸籍によって身分関係が公証され、様々な権利義務の束を発生させるととも

に、その身分に応じた社会的承認が付随する法律行為であり、婚姻により、共同生

活関係は法的な家族として保障され、社会的に承認されることとなる。同性愛者等

は、婚姻をすること自体ができなくなることにより、配偶者としての様々な権利義5 

務の束を享受できず、夫婦としての社会的承認を受けることもできないという重大

な不利益を被ることになる。 

また、性的指向は人の性の重要な構成要素であり、人格に深く根差した個性であ

って、自らの意思で変えることは困難である。そのような中、同性愛者等に対して

異性間の婚姻を前提とする婚姻制度を強いることは、性的指向及び性自認を根拠に10 

社会の重要な制度から排除することにつながるものであり、その人の人格そのもの

を否定するものである。 

しかも、本件諸規定の存在自体、同性愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長

させ、社会を分断するものである。 

以上からすれば、本件諸規定は同性愛者等の個人の尊厳を極めて深刻に毀損する15 

ものというほかなく、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚したものとは到底

いうことができず、これを正当化する根拠もおよそ見出すことができない。 

したがって、本件諸規定は、憲法２４条２項に違反するものである。 

 また、同性間の婚姻に憲法２４条１項による婚姻の自由の保障が及ぶか否か

をおくとしても、本件諸規定は同条２項に違反するものである。 20 

すなわち、婚姻及び家族に関する立法が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立

脚したものでなければならないとする憲法２４条２項の要請は、当該立法が憲法上

の権利として保障される人格権を不当に侵害してはならないとか、両性の形式的な

平等が保たれなければならないということのみを求めるものにとどまらず、憲法上

直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質25 

的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実
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上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の

制定を求めるものである。よって、法律が婚姻の自由に対する直接の制約とはなら

ない場合でも、事実上これを制約するものである場合には、当該法律は、やはり憲

法２４条２項に違反することとなる。 

そして、結婚をするかどうか、いつ誰と結婚するかといった事柄に関する意思決5 

定は、少なくとも個人の人格的生存にとって不可欠の利益であることは疑いがない

から、憲法２４条２項の適用上は、このような人格的利益も尊重すべきである。そ

して、本件諸規定は、同性カップルが異性カップルと何ら異なるところのない共同

生活を営んでいるにもかかわらず同性カップルを婚姻から排除している点で、同性

カップルと異性カップルの本質的平等を害しているし、本件諸規定は同性愛者等に10 

とって婚姻に対する不当な制約となっていることは明らかである。 

  さらに、前記アで述べたとおり、憲法２４条１項の「両性」の文言に異性間

の婚姻以外を否定あるいは排除する趣旨はない。また、同項が制定当時は異性間の

婚姻を想定していたとしても、同条２項は、「配偶者の選択」が「個人の尊厳」に

立脚せねばならないと定め、男女間のものに限定していない。むしろ、同条１項は、15 

同条２項が定める「個人の尊厳と両性の本質的平等」のうち特に重要な内容を定め

たものであり、同条２項の内容が同条１項の内容に限定される関係にはなく、同条

２項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」について異性カップル以外の家族に

ついてその保護範囲が及ばないなどという解釈は成立しない。 

ウ 本件諸規定が憲法１４条１項に違反することについて 20 

 本件諸規定の下では、異性愛者が自らの性的指向に従って異性のパートナー

と婚姻することができる一方で、同性愛者等はその性的指向に従って同性のパート

ナーと婚姻することができない。これは、性的指向が異性に向いているか同性に向

いているか、すなわち性的指向によって、婚姻の可否それ自体に関して区別取扱い

を行うものである。本件諸規定において「性的指向」という文言が婚姻の要件に挙25 

げられているものではないが、婚姻が異性間のものに限定されていれば、同性愛者
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等が婚姻から排除される結果となることは当然のことであるから、性的指向が直接

に婚姻の成立要件を構成するものでないからといって上記区別取扱いの存在を否定

することは許されない。 

また、上記の観点とは別に、本件諸規定の下では、ある者との婚姻を望む者がい

た場合に、異性の者は婚姻をすることができるのに、同性の者は婚姻をすることが5 

できないのであるから、自分自身の性別あるいは婚姻を希望する相手の性別によっ

て婚姻の可否が区別されているといえ、性別による区別取扱いであるともいうこと

ができる。 

 そして、上記区別取扱いは、同性愛者等に対して婚姻をすることを直接的か

つ全面的に制約するものであり、同性愛者等は、民法上の配偶者の地位という重要10 

な法的地位を得られないのみならず、多岐にわたる婚姻による法律上・事実上の効

果・利益を享受することができず、婚姻した異性カップルと同等の社会的承認も得

ることができないから、その不利益は甚大なものであり、このことは、原告らが現

に婚姻ができないことによって法律上・事実上多岐に渡る不利益を受けてきたとい

う事実をみればなおさら明らかである。また、上記区別取扱いが性的指向ないし性15 

別という本人のコントロールの及ばない事由に基づくものであり、憲法１４条１項

後段列挙事由である社会的身分又は性別によるものであること、異性愛以外の性的

指向を有する者は全体の１割以下であって上記区別取扱いについて民主政の過程を

通じた救済が期待できないことからすれば、上記区別取扱いに合理的根拠が認めら

れるかの審査は、厳格に行わなければならない。 20 

 その上で、これまで述べたとおり、上記区別取扱いが自らコントロールでき

ない事由に基づくものであること、婚姻の自由に対する法的かつ直接的な制約であ

り、被侵害権利、不利益は重大かつ甚大であること、婚姻制度の目的が親密性に基

づく共同生活の保護にあることからすれば同性愛者等に婚姻を認めない理由は存在

しないこと、婚姻に伴う個別の法的効果の趣旨に照らしても、同性カップルにこの25 

ような法的効果を与えない理論的根拠が存在しないこと、さらに、同性愛者等を婚
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姻から排除する本件諸規定の存在自体が同性愛者等に対する社会的偏見を強力に維

持し再生産する役割を果たしていることからすれば、本件諸規定が婚姻の可否につ

いて異性愛者と同性愛者等とで区別取扱いを設けていることに合理的理由が存在し

ないことは明らかである。 

 被告は、婚姻制度の目的は生殖の保護にあると主張する。しかし、異性カッ5 

プルの中には、そもそも生殖の意思・能力がないものもあるところ、そのようなカ

ップルが婚姻制度の本来の目的に合致しない存在であると一般的に見なされていな

いことは明らかである。婚姻制度の目的は、親密な関係（親密性に基づく共同生活）

の保護であり、生殖の保護はそこから派生する重要な機能・役割の一つと位置付け

るのが妥当であり、被告の上記主張は理由がない。 10 

（被告の主張） 

ア 本件諸規定が憲法２４条１項に違反しないことについて 

 憲法解釈に当たっては条文の文言に着目することが重要であるところ、憲法

２４条は、１項において「両性」及び「夫婦」という文言を用い、２項において「両

性の本質的平等」という文言を用いている。これらの文言の一般的な語義や、憲法15 

制定過程において同条で用いられた文言、更には憲法審議における議論の状況等か

らすると、憲法２４条１項にいう「両性」が男女を意味することは明らかであり、

憲法は同性間に婚姻を成立させることをそもそも想定していないというべきである。 

 また、異性間の人的結合関係が婚姻として制度化された背景には、一人の男

性と一人の女性という異性間の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を20 

産み育てつつ、我が国の社会を構成して支える自然的かつ基礎的な集団単位である

家族を形成しているという社会的実態があり、そのことに対して歴史的に形成され

てきた社会的な承認がある。これに対し、同性間の人的結合関係には自然生殖の可

能性が認められないし、同性間の人的結合関係を我が国における婚姻の在り方との

関係でどのように位置付けるかは未だ社会的な議論の途上にあり、我が国において、25 

同性間の人的結合関係に対して異性間の人的結合関係と同視し得るほどの社会的な
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承認が存在しているとはいい難い。そうすると、憲法２４条１項は現在でもなお異

性間の婚姻のみを保護の対象としていると解するのが相当である。 

 婚姻が必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上、仮に原告ら主張

のような婚姻に関する自己決定権（婚姻の自由）を観念できるとしても、その自己

決定権は、憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどま5 

り、法制度を離れた生来的、自然権的な権利又は利益として憲法で保障されている

ものではない。そして、憲法２４条１項は、婚姻について異性間の人的結合関係の

みを対象としており、同性間の人的結合関係を対象とすることを想定していないの

であるから、原告らの主張は、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合

関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的利益の供与を認める法制度の創10 

設を国会に対して求めるものにすぎず、このような内実のものが自己決定権により

基礎づけられると解することはできない。これは、同性間の人的結合関係を婚姻に

含めることが、これを志向する当事者の幸福追求に資する面があるとしても変わる

ものではない。 

 また、原告らは、同性愛を精神疾患とする知見が否定されたことを主張する15 

が、民法が定める婚姻制度は、昭和２２年法律第２２２号による民法の改正（以下

「昭和２２年民法改正」という。）の前後を通じ、飽くまで我が国において婚姻が

生殖と子の養育を目的とする男女の結合であるとの伝統・慣習を立法化したものに

すぎず、その過程で同性愛が精神疾患であるとの知見が積極的に立法に反映された

形跡は見当たらない。したがって、同性愛を精神疾患とする知見が否定されたこと20 

は、本件諸規定の合理性を左右するものではないというべきである。 

 しかるに、憲法２４条１項は、異性間の婚姻に限って婚姻の自由を保障して

いるところ、本件諸規定はその趣旨を具体化したものにすぎないから、本件諸規定

は何ら憲法２４条１項に違反するものではない。 

イ 本件諸規定が憲法２４条２項に違反しないことについて 25 

 憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する事項について、国の伝統や国民感
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情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫

婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定

められるべきものであるとの観点から、具体的な制度の構築を第一次的には国会の

合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の

本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の5 

限界を画したものである。 

前記アに述べたとおり、憲法２４条１項は異性間の人的結合関係に限って婚姻の

自由を保障するものである。同条２項はこのような前提の下で婚姻の在り方を具体

化する制度の整備を立法府に要請するものであり、同性間の人的結合関係をも対象

として婚姻を認める立法措置をとることを要請していると解することはできない。10 

そして、同項にいう「個人の尊厳」の意義も、このような規定の在り方に即して解

釈されるべきであるところ、本件諸規定は、上記の要請に従った立法の結果に他な

らないのであるから、何ら違憲の問題を生ずる余地はない。 

また、憲法２４条２項の要請の範囲を超えて同性間の婚姻を可能とする立法を行

うか否かについては、国会に広範な立法裁量が認められるところ、国会が同性間の15 

婚姻を可能とする立法をしないことについて立法裁量の逸脱があるということはで

きない。 

 原告らは、本件諸規定が性自認及び性的指向に基づいて差別するものである

とか、本件諸規定が同性愛者等に対するスティグマを醸成するものであるなどとし

て、本件諸規定の存在自体が同性愛者等の「個人の尊厳」を著しく毀損していると20 

主張する。 

しかし、本件諸規定は、婚姻制度を利用することができるか否かの基準を具体的・

個別的な婚姻当事者の性自認及び性的指向の点に設けたものではなく、本件諸規定

の文言上、同性愛者等であることによって法的な差別的取扱いを定めているもので

はないから、これをもって性自認及び性的指向に基づく差別と評価する余地はない。25 

また、前記アのとおり、多種多様な人的結合関係のうち、異性間の人的結合関係が
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婚姻として制度化された背景には、自然生殖可能性を前提とする一人の男性と一人

の女性の人的結合関係が、我が国の社会を構成して支える自然的かつ基礎的な集団

単位である家族を形成しているという社会的な実態があり、このような実態に対し

て歴史的に形成されてきた社会的な承認があるのに対し、同性間の人的結合関係に

は未だこれと同視し得るほどの社会的な承認が存在するとはいえないのであるから、5 

婚姻という法制度の対象を異性間の婚姻に限定することには合理的な理由がある。

これらに加え、本件諸規定の存在にかかわらず同性間で婚姻と同様の人的結合関係

を結ぶことは何ら妨げられないことも考慮すれば、本件諸規定が同性愛者等に対す

るスティグマを醸成するものであると評価することも相当でないというべきである。 

 以上から、本件諸規定は、憲法２４条２項に違反しない。 10 

ウ 本件諸規定が憲法１４条１項に違反しないことについて 

 原告らは、本件諸規定により同性愛者等はその性的指向に合致する者との婚

姻を妨げられているから、本件諸規定は性的指向によって婚姻の可否それ自体につ

いての区別取扱いを設けていると主張する。 

しかし、法律の規定が特定の事由に基づいて区別取扱いを設けているといえるか15 

否かは、当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断すべきであり、当該規定

が存在する結果として実際上生じ、又は生じ得る帰結から判断することは相当でな

い。そして、本件諸規定は、飽くまでも一人の男性と一人の女性の間の婚姻を定め

るものにすぎず、その文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有

することを求めたり、当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じた20 

りするものではないから、性的指向に応じて婚姻の可否を定めているわけではない。

このように、本件諸規定は性的指向からは中立的な規定であり、同性愛者等がその

性的指向に合致する者との間で婚姻をすることができないとの事態が生じ、それに

より同性愛者等と異性愛者との間で婚姻の可能性についての差異が生じているとし

ても、それは本件諸規定から生ずる事実上の結果又は間接的な効果にすぎない。本25 

件諸規定は、全ての人に対して一律に婚姻制度の利用を認めており、本件諸規定そ



 16 

れ自体に性的指向に応じた形式的不平等が存在するわけではない。 

また、原告らは、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いであるとも主張する。し

かし、本件諸規定の下では男性も女性もそれぞれ異性とは婚姻することができるの

であるから、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いを定めたものとはいえない。 

 本件諸規定が憲法１４条１項に適合するか否かを検討するに当たっては、立5 

法府の広範な立法裁量を前提に、緩やかな審査がされるのが相当である。 

すなわち、本件諸規定の定める婚姻制度は、憲法２４条２項の要請に基づいて創

設された制度であるところ、同項は、婚姻及び家族に関する事項について、国の伝

統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえた総合的な判断を行う

べきであるとの趣旨から、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な裁量10 

に委ねている。そうであれば、本件諸規定が憲法１４条１項に適合するか否かを審

査するに当たっては、憲法２４条２項が立法府に与えた広範な立法裁量を考慮する

ことは不可欠であるというべきである。このことに加え、憲法上、婚姻の自由は異

性間の人的結合関係について保障されているにとどまり、同性間の人的結合関係に

ついては婚姻の自由が保障されているわけではないこと、同性間の婚姻を認める立15 

法がなくとも、同性間において婚姻類似の人的結合関係を形成、維持したり、共同

生活を営んだりすることは何ら妨げられていないことを考慮すると、本件諸規定が

憲法１４条１項に違反しているといえるのは、本件諸規定の立法目的に合理的な根

拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不

合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた広範な立20 

法裁量の範囲を逸脱又は濫用するものであることが明らかである場合に限られると

いうべきである。 

 その上で、異性間の人的結合関係が婚姻として法制度化される前から、婚姻

は男女間のものであるとする慣習が存在していたこと、婚姻の効果に関する民法の

諸規定、とりわけ嫡出の推定（民法７７２条）や子が父母の氏を称すること（同法25 

７９０条）の存在などからすると、本件諸規定の目的は、一人の男性と一人の女性
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が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えるこ

とにあると解するのが相当である。そして、我が国において、一人の男性と一人の

女性による人的結合関係により子を産み育てる関係が我が国の社会を構成する基礎

的な集団単位として機能してきたという実態があり、そのことに対して歴史を通じ

て社会的な承認が醸成されてきたことを考えれば、このような立法目的が合理性を5 

有することは明らかである。 

そして、同性間の人的結合関係には生殖可能性がなく、また我が国においては同

性間の人的結合関係を異性間の婚姻関係と同視し得るほどの社会的承認が存在して

いるとはいい難いこと、他方で、同性間の婚姻が認められていないとしても、同性

間で婚姻類似の親密な人的結合関係を構築、維持したり、共同生活を営んだりする10 

ことは何ら妨げられないこと、また、契約や遺言等の活用によって婚姻が認められ

ていないことによる事実上の不利益は相当程度解消することを考慮すれば、同性間

の人的結合関係を婚姻の対象に含めないことが本件諸規定の立法目的との関連にお

いて合理性を欠くと評価することはできない。 

なお、本件諸規定の下では、子を持つ意思や可能性（能力）がない男女であって15 

も、婚姻をすることは可能である。しかし、本件諸規定の立法目的は、その対象と

なる当事者として抽象的・定型的な男女のペアを想定しているところ、男女のペア

には少なくとも抽象的・定型的には生殖可能性があるのであるから、実際の自然生

殖可能性の有無にかかわらず婚姻を認めることは、基準として不合理ではない。加

えて、夫婦間に子がなくとも、また子を持つ意思や可能性がなくても、夫婦間の人20 

的結合関係に基づく家族関係に対する社会的な承認が存在することには変わりがな

い。よって、子を持つ意思や可能性（能力）を問うことなく男女のペアに対して婚

姻を認めている本件諸規定の定めが、上記立法目的に照らして合理性を欠くとはい

えない。 

 以上によれば、本件諸規定は、憲法１４条１項に違反しない。 25 

⑵ 国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法１条
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１項の適用上違法と評価されるか（争点⑵） 

（原告らの主張） 

ア 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由な

く制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかか

わらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合等5 

においては、国会議員の立法過程における行動が職務上の法的義務に違反したもの

として、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法１条１項の規定の適用上違法の

評価を受ける。 

以下に述べるとおり、本件諸規定が憲法１４条１項、２４条１項及び２項に違反

するものであることが遅くとも平成２０年には明白になっていたにもかかわらず、10 

国会は正当な理由なく長期にわたって、本件諸規定が定める婚姻を同性間でも可能

とする立法措置（以下「同性間の婚姻を可能とする立法措置」という。）をとるこ

とを懈怠しているから、このような立法の不作為は、国家賠償法上違法である。 

イ ２０世紀後半、精神医学等の分野において相次いで同性愛が精神疾患に当た

るとする知見が否定された。それに引き続き、立法・行政等の分野でも、平成６年15 

３月、市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という。）２

条１項及び２６条の「性」には「性的指向を含む」との判断が自由権規約委員会に

よって示され、主要な人権条約として初めて同性愛を人権問題と位置付けた。その

後、平成１８年に「性的指向と性自認に関する国際人権法の適用に関するジョグジ

ャカルタ原則」が採択されたことなどを通じ、性的指向や性自認に基づく権利利益20 

の制約や差別は許されないとの法規範が国際的に浸透するようになった。そして、

平成１８年までに５か国において同性間の婚姻が法制化されていた。 

そのような中、我が国においては、平成１２年に人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律が成立し、性的指向と性自認に基づく差別が人権侵害であるという認識

が定着していった。そして、平成２０年５月、我が国は、国連人権理事会の普遍的25 

定期審査の過程で勧告を受け、その後も性的指向と性自認に関する人権保障に関し
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て複数回にわたり条約機関からの勧告等を受ける中で、国際社会に対し、性的指向

と性自認に基づく差別が許されないことを繰り返し表明している。 

以上の経緯のほか、性的指向と性自認に基づく差別の解消に向けた国内外の各種

の動向等に照らせば、婚姻に関して性的指向や性自認に基づく権利利益の制約や差

別が許されないことは、どんなに遅くとも平成２０年の時点では国会にとって当然5 

に認識可能となっていたといえる。 

他方で、婚姻が個人の尊重に不可欠な自己決定の一内容であることは、憲法制定

当時から明らかであり、当然、国会にとっても認識可能であった。 

以上からすれば、同性間の婚姻を認めない本件諸規定が憲法１４条１項、２４条

１項及び２項に違反することは、遅くとも平成２０年には国会にとって明白になっ10 

ていたというべきである。 

ウ そして、同性間の婚姻を可能とする立法措置をとることについて立法技術的

な困難が伴うものでもないことからすれば、遅くとも原告ｉがドイツで日本人女性

との婚姻を挙行した平成３０年９月の時点では、国会が正当な理由なく長期にわた

って上記立法措置を懈怠していたと評価するに足りる期間が経過していたというべ15 

きであるところ、国会は現在に至るまで同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じ

ていない。 

エ したがって、本件諸規定が憲法１４条１項、２４条１項及び２項に違反する

ことが明白であるにもかかわらず、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講

じない不作為は、国家賠償法１条１項の適用上違法である。 20 

（被告の主張） 

立法不作為が国家賠償法１条１項の適用上違法と評価されるのは、法律の規定が

憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとし

て憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当

な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合等の例外的な場合に限25 

られる。 
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しかし、本件諸規定は憲法１４条１項、２４条１項又は２項に違反するものでは

なく、少なくともその違反が明白であるとは到底いえないのであるから、国会が同

性間の婚姻を可能とする立法をしていないことが国家賠償法１条１項の適用上違法

と評価される余地はない。 

⑶ 損害の有無及び額（争点⑶） 5 

（原告らの主張） 

被告の立法不作為により、原告らは憲法上保障される婚姻の自由を侵害され、婚

姻に対して与えられる社会的承認に伴う心理的・社会的利益、婚姻に伴う法的及び

経済的な権利、利益並びに事実上の利益を受けることができなかった。そればかり

でなく、原告らはパートナーとの婚姻をすることができなかったことにより、パー10 

トナーとの関係に対してそれがあたかも「社会が承認しない関係性」であるかのよ

うなスティグマを与えられ、その尊厳を深刻に傷つけられた。 

そして、原告らが受けた精神的苦痛を金銭に評価すれば、原告らそれぞれについ

て少なくとも１００万円は下らない。 

（被告の主張） 15 

否認ないし争う。 

⑷ 国家賠償法６条所定の相互保証の存否（原告ｉ関係）（争点⑷） 

（原告ｉの主張） 

国家賠償請求権について定めた憲法１７条及び国家賠償請求権の直接の根拠とな

る国家賠償法１条１項及び２条１項は、その文言上、請求の主体について何ら限定20 

を加えておらず、同法６条において初めて請求の主体が外国人である場合に「相互

の保証」を要する旨が規定されているにすぎない。このような条文の構造からする

と、相互保証については、その不存在が抗弁事実となると解するのが相当である。

しかるに、被告は相互保証の不存在について何ら主張立証をしないから、原告ｉは

相互の保証が存在しないことが認められないものとして被告に対して本件請求を行25 

うことができる。 
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もっとも、この点をおくとしても、原告ｉの国籍国であるドイツ連邦共和国では、

ドイツ連邦共和国基本法及び民法の定めにより、公務員に故意又は過失がある場合

に国又は団体が当該故意又は過失によって第三者に生じた損害を賠償しなければな

らないとされている上、日本国民に対するドイツ連邦共和国の責任についての告示

（１９６１年９月５日）が、被害者が日本国民である場合、ドイツ連邦共和国の賠5 

償責任について日本の立法により相互の保証があることを明言しているのであるか

ら、ドイツ連邦共和国との間では相互保証が存在している。よって、原告ｉは、相

互保証があるものとして、本件請求をすることができる。 

（被告の主張） 

国家賠償法６条の趣旨に照らすと、同条は、外国人に対しては「相互の保証」が10 

あることを条件として国家賠償請求権を付与したものと解されるから、外国人によ

る国家賠償請求については相互保証の存在が請求原因事実となる。したがって、相

互の保証の存在については、原告ｉにおいて主張立証すべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 15 

 前記前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認める

ことができる。 

  性的指向、性的少数者に関する知見等 

 ア 性的指向の決定に関する知見 

性的指向が決定される原因や同性愛となる原因は必ずしも解明されていないが、20 

精神衛生に関わる専門家の間では、ほとんどの場合において、性的指向は人生の初

期に決定されるか、出生前に決定され、本人によって選択されるものではないと考

えられており、養育環境、家庭環境が特定のものであったことや性的体験が同性愛

の原因となったことを示す研究結果等は知られていない。（甲Ａ２、７、３４５～

３４７）  25 

 また、精神医学の専門家の間では、いかなる精神医学的療法によっても性的指向
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が変わることはないだろうと考えられている。（甲Ａ２） 

 イ 同性愛に関する知見の変遷 

  欧米諸国においては、中世からキリスト教の影響により同性愛を否定する考

え方が存在し、１９世紀においても、同性間の性行為を処罰の対象とし、また、同

性愛を精神疾患として治療の対象としていた。 5 

我が国でも明治時代に同性愛を変態性欲として治療の対象とする考え方が広まり、

法律上、男性同士の性行為が犯罪とされていた時期もあった。 

（以上につき、甲Ａ２４、２６、４８、３３５、３３７） 

  第二次世界大戦終結後、ヨーロッパ人権条約が発効し、ドイツやオーストリ

アのソドミー法の同条約適合性が争われるようになった。また、オーストラリアの10 

タスマニア州におけるソドミー法の自由権規約適合性が争われたトゥーネン対オー

ストラリア事件において、自由権規約委員会は、同規約２条１項と２６条について、

性的指向の概念が差別禁止分類としての「性」と「その他の地位」に含まれるとの

解釈を示し、ソドミー法の廃止こそが効果的な救済手段であるとの見解を下した。

その後、欧米諸国において、同性間の性行為を処罰の対象とする法律は次第に廃止15 

されていった。（甲Ａ２４、３１） 

  アメリカ精神医学会は、１９５２年（昭和２７年）に発表したＤＳＭ（Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders）－Ⅰ（精神障害のための診断と統計

の手引き第１版）において、同性愛を性的逸脱の一つであるとし、社会病質パーソ

ナリティ障害という大分類に分類した。その後、１９６８年（昭和４３年）のＤＳ20 

Ｍ－Ⅱにおいて、同性愛を独立した診断名とし、「パーソナリティ障害及びその他

の非精神病性精神障害」との大分類の中の「性的逸脱」との小分類の中に同性愛を

分類した。（甲Ａ４８、３３５） 

 しかし、１９７３年（昭和４８年）、アメリカ精神医学会は、ＤＳＭから同性愛

を削除することを決定し、同性愛者に対する差別を解消することと同性愛者の権利25 

を保障することを表明した。１９８０年（昭和５５年）に発表されたＤＳＭ－Ⅲに
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おいては、精神障害から同性愛が除外され、より限定的な「自我違和的同性愛 

ego-dystonic homosexuality」（大要、同性愛者である患者自身が同性に性的興奮

を感じる状態を望まず、その状態が苦痛で、変わりたい旨を訴える場合を指す。）

へ改められた。さらに、アメリカ精神医学会は、１９８７年（昭和６２年）に発表

したＤＳＭ－Ⅲ－Ｒにおいては、上記の「自我違和的同性愛」も除外した。（甲Ａ5 

７、２４、２７、２８、４８、３３５） 

 また、世界保健機関（ＷＨＯ）は、ＩＣＤ（International Classification of Diseases）

－９（国際疾病分類第９版）までは、同性愛を疾病としていたが、１９９２年（平

成４年）のＩＣＤ－１０において、同性愛のみでは障害とみなされないとした。（甲

Ａ２９、３０） 10 

 我が国においても、かつては同性愛が治療の対象となるとの考え方があったが、

日本精神神経学会は、平成７年、市民団体からの求めに応じて、「ＩＣＤ－１０に

準拠し、同性への性指向それ自体を精神障害とみなさない」との見解を明らかにし

た。（甲Ａ４８、３３５、３４２） 

  現在、精神医学及び心理学の専門家の間では、同性愛それ自体は病気ではな15 

いという見方が一般的見解となっている。（甲Ａ４８、３３５、３４３） 

 ウ 性的少数者の状況に関する調査 

  アメリカ合衆国で２００９年（平成２１年）に行われた疫学調査では、自分

を同性愛者とみなしている人の割合は、男性では６．８％、女性では４．５％であ

った。その他にアメリカ合衆国、カナダ等で行われた複数の調査によれば、自分を20 

レズビアン又はゲイだと認識している成人の割合は０．７～２．５％であった。（甲

Ａ８、３３５） 

  名古屋市が平成３０年に行った調査によれば、１．６％の人が自分が性的少

数者であると回答している。（甲Ａ９） 

  ＮＨＫが平成２７年に性的少数者に対して行った調査によれば、「地方公共25 

団体によるパートナーシップ証明制度を申請したい」と回答した人は８２．４％（パ
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ートナーができたら申請したいと回答した人も含む。）、「同性間の結婚を認める

法律を作ってほしい」と回答した人は６５．４％、「結婚ではなくパートナー関係

の登録制度を国が作ってほしい」と回答した人は２５．３％、「現状のままで良い」

と回答した人は２．９％であった。（甲Ａ１０３） 

  ライフネット生命保険株式会社及び日高庸晴宝塚大学教授が令和元年に１万5 

人以上の性的少数者を対象に行った調査によれば、「同性婚やパートナーシップの

ような同性間の関係を公的に認める制度について、どう思いますか」との調査項目

について、「異性婚と同じ法律婚（同性婚）を同性間にも適用してほしい」との回

答が６０．４％、「公的制度を作る必要はないが、社会の理解は今より浸透してほ

しい」との回答が１６．２％、それ以外の者のほとんどは「国レベルのパートナー10 

シップを制定してほしい」又は「自治体レベルのパートナーシップを制定してほし

い」と回答した。（甲Ａ３２０、３２１） 

  婚姻制度 

 ア 近代的婚姻制度 

歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってき15 

たところ、この古くから続く関係を規範によって統制しようとするところに婚姻制

度（法律婚制度）が生まれた。それぞれの時代、社会によって、どのような人的結

合関係を婚姻として承認するかは異なるが、婚姻とは、いかなる社会においても、

単なる当事者間の性愛に基づく結合ではなく、社会制度として、社会に承認された

人的結合として存在するものと考えられ、ほとんどの社会において、婚姻の成立に20 

一定の要件を定めている。そして、伝統的に、婚姻とは、単純な男女の性関係では

なく、男女の生活共同体として子の監護養育や分業的共同生活等の維持によって家

族の中核を形成するものと捉えられてきた。 

 ヨーロッパにおいては、中世において教会による統制の下で宗教婚が行われてい

たが、フランス革命後の近代的市民社会への移行に伴い、男女の意思の合致に基づ25 

く婚姻に一定の要件の下で国家が承認を与える近代的婚姻制度が確立されていった。 
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近代的婚姻制度は、前近代社会の家父長的な家族共同体の支配関係からの離脱、平

等で独立した主体者間の権利義務関係として捉えられた。 

（以上につき、甲Ａ２１１の２５・２７～２９、乙２２） 

 イ 明治期の民法  

  我が国においては、明治初年にあっては、婚姻の実質的要件は慣習に委ねら5 

れ、統一的な実体法は存在しなかった。明治２３年法律第９８号（旧民法）におい

て初めて実体的要件が定められ、これは施行には至らなかったものの、明治３１年

法律第９号の民法（以下、昭和２２年民法改正による改正前の民法を「明治民法」

という。）に受け継がれた。（甲Ａ２１１の２５・２８） 

  明治民法において、婚姻は、国家に対する届出によって成立する法律婚とさ10 

れた。従来の家制度に基づき、家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え、

婚姻は家のためのものであるとして戸主や親の同意が要件とされ、夫婦は必ず家を

共にすることを要するから、当事者の一方（通常は妻）が婚姻により他方の家(通常

は夫の家)に入ることを要するものとされた。妾制度は廃止されたが、夫の妻に対す

る優位が認められており、夫は妻の財産を管理し、その収益権を持つものとされた。 15 

当時の外国法には同性間の婚姻を明示的に禁止するものがあったが、明治民法に

おいては、婚姻とは男女間の関係を定めるものであるから同性間で婚姻することは

できないことは明らかであるとして、これを禁止する明文の規定は置かれなかった。

学説上も、婚姻の当事者の一方は男性、他方は女性であることを要し、同性間にお

いて終生的共同生活を約しても婚姻関係は生じないとされていた。 20 

（以上につき、甲Ａ２１１の１８・２６・２８・３８） 

 また、明治民法の条文上、生殖能力を有することは婚姻の要件とはされていない。

学説上も、婚姻は夫婦の共同生活を目的とし、必ずしも子を得ることを目的とする

ものではないとされ、生殖能力は一般に具備すべき条件ではあるが、これを欠くこ

とは婚姻の障害にはならず、離婚又は婚姻の無効・取消の原因とはならないと解さ25 

れていた。（甲Ａ２１０、２１１の１８・３３～３５・３８・４１） 
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 ウ 憲法（日本国憲法）の制定 

  連合軍総司令部（ＧＨＱ）の下で、大日本帝国憲法改正作業が憲法問題調査

委員会において進められた。 

人権条項の起草を担当したＧＨＱ民生局の女性職員ベアテ・シロタ・ゴードンは、

かつて日本で生活していた際に感じた女性の地位の低さ等の問題意識に基づき、現5 

行の憲法２４条に相当する条文として、「…婚姻と家族とは、両性が法律的にも社

会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎をおき、親の強制ではなく相

互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことを、ここ

に定める。…配偶者の選択、財産権、相続、本拠の選択、離婚並びに婚姻及び家族

に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法10 

律が制定されるべきである。」とのシロタ草案１８条を作成した。 

上記シロタ草案に基づき１９４６年（昭和２１年）２月にＧＨＱ草案２３条が作

成され、これに基づいて日本政府が起草した「３月２日案」３７条、ＧＨＱとの交

渉を経て作成された「３月５日案」２２条、口語化憲法改正草案２２条、同年６月

２０日に帝国議会に提出された帝国憲法改正案２２条が作成され、帝国議会での審15 

議を経て現行の憲法２４条となった。ＧＨＱ草案２３条には「婚姻ハ男女両性ノ法

律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ」との、「３月２日案」３７条及び

「３月５日案」２２条には「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ」との文言

があったが、最終的には、「男女相互」が「両性」に変更された。また、日本政府

は家族関係についての条項を憲法に規定することに消極的な姿勢を示し、「３月２20 

日案」３７条は現行の憲法２４条１項に当たる部分のみの案となったが、「３月５

日案」２２条は、現行の憲法２４条２項に当たる条項が加わった。 

このような経緯を経て、日本国憲法に大日本帝国憲法には存在しなかった家族に

関する規定が設けられた。 

（以上につき、甲Ａ１５６～１６１、２１１の２２・２３・２９、２４１、４２25 

７） 
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 第９０回帝国議会で憲法改正案が審議され、その際には、従来の家制度が維

持されるか否かが主たる論点となったが、特に貴族院における審議を経て、従来の

家制度は否定されるべきことが明確になっていった。なお、現行の憲法２４条１項

の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の「のみ」の意味について、当時の

司法大臣から、明治民法において婚姻に戸主や親権者の同意を要するものとされて5 

いた制限を排除し、両性の合意だけで成立させようという趣意である旨の答弁がさ

れた。 

また、この審議において、同性間の婚姻について議論が行われた形跡は見当たら

ず、「婚姻はどうしてもこの男女が相寄り相助ける所に基礎があるのであります。」

といった答弁がされるなど、婚姻は男女間のものであることを前提として議論が行10 

われた。 

（以上につき、甲Ａ１５６、１５７、１５９～１６１、２４１、乙１８） 

  憲法２４条に基づき、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する

法律」（昭和２２年法律第７４号）が制定され、明治民法の家制度に関する規定の

適用が停止され、その後、民法第４編及び第５編が全面的に改正され（昭和２２年15 

民法改正。同改正後の民法を「現行民法」ということがある。）、昭和２３年１月

１日に施行された。（甲Ａ１９、２１１の２８、５４６） 

 エ 昭和２２年民法改正 

  昭和２２年民法改正により、父母の婚姻同意権は未成年者に限られることと

なり、戸主の婚姻同意権及び戸主又は法定推定家督相続人の他家へ入る婚姻の禁止20 

に関する規定は廃止されるなど、家制度による制約が除去されたほか、財産は各自

で管理収益するものとされるなど夫婦間の不平等が改められた。（甲Ａ１６、１９、

２１１の２１・２８） 

 国会審議においては、明治民法の特に親族編、相続編には、憲法１３条、１４条、

２４条の定める基本原則に抵触する規定があることから、これを改正することが提25 

案理由とされ、上記の抵触する規定が削除された一方、抵触しない規定については
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これを維持することとされた。その中で、同性間の婚姻について議論が行われた形

跡は見当たらない。（甲Ａ１６、２１１の２１） 

  昭和２２年民法改正の後、現行民法が定める婚姻について、婚姻をなすとは、

その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係を形成することであり、同

性間の「婚姻」は、婚姻ではないとの学者の見解が示されている。（甲Ａ２１１の5 

２７・２８） 

  諸外国における同性間の人的結合関係に関する立法等の状況 

 ア 同性間の人的結合関係に関する婚姻制度以外の制度 

 １９８９年（平成元年）、デンマークにおいて、法律上、同性の二者間の関

係を公証し、一定の地位や法的効果を付与する制度である登録パートナーシップ制10 

度が導入された。同様の制度（各国によって呼称や具体的な制度内容は異なるが、

以下では総称して「登録パートナーシップ制度」といい、後述の の制度と併せて

「登録パートナーシップ制度等」という。）は、ヨーロッパ諸国を中心に広がり、

ノルウェー（１９９３年（平成５年））、オランダ（１９９８年（平成１０年））、

ドイツ（２００１年（平成１３年））、フィンランド（同年）、ルクセンブルク（２15 

００４年（平成１６年））、ニュージーランド（同年）、英国（２００４～２００

５年（平成１６～１７年））、オーストリア（２００９年（平成２１年））、アイ

ルランド（２０１１年(平成２３年)）等において導入された。これらのうち、多く

の国の登録パートナーシップ制度は、同性間の人的結合関係のみを対象としている

が、異性間の人的結合関係をも対象とするものもある（オランダ、ポルトガル等）。20 

（甲Ａ９８、１６９、２０５、２１１の７・２９、甲Ｇ８） 

  また、登録パートナーシップ制度ほどには強力な法的効果を望まないカップ

ルに関して、一定の同棲関係に対して主に財産法上の法的効果を与える法定同棲と

呼ばれる制度を設けている国（ベルギー、スウェーデン）や、当事者の契約によっ

て権利及び義務を設定し公的機関に登録することで第三者や国に対してカップルで25 

あることを対抗することができるようになる市民連帯協約（ＰＡＣＳ）の制度を設
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けている国（フランス）もあり、これらの制度は異性カップルであるか同性カップ

ルであるかを問わず、利用することができる。（甲Ａ９８、１６９、２０５、２１

１の７・２９） 

  イタリアにおいては、憲法裁判所が２０１０年（平成２２年）に婚姻は異性

間の結合を指す旨判断し、２０１４年（平成２６年）にもその判断を維持したもの5 

の、同性の当事者間の権利及び義務を適切に定めた婚姻とは別の形式が同国の法制

度上存在しないことは憲法に違反する旨判示した。これを受けて、２０１６年（平

成２８年）に「同性間の民事的結合に関する規則及び共同生活の規律」が成立した。

この民事的結合は、同性の両当事者が証人とともに身分取扱担当官の面前で宣言す

ることによって形成され、民事的結合によって生ずる権利及び義務については、養10 

子縁組に関する規定等を除き、基本的に婚姻に関する規定が準用されるものとされ

ている。（甲Ａ９８） 

 イ 同性間の婚姻制度 

  ２００１年（平成１３年）にオランダが同性間の婚姻制度を導入し、世界で

初めて同性間の婚姻を法律上認めた国となった。その後、ベルギー（２００３年（平15 

成１５年））、スペイン（２００５年（平成１７年））、カナダ（同年）、南アフ

リカ（２００６年（平成１８年））、ノルウェー（２００９年（平成２１年））、

スウェーデン（同年）、ポルトガル（２０１０年（平成２２年））、アイスランド

（同年）、アルゼンチン（同年）、デンマーク（２０１２年（平成２４年））、ブ

ラジル（２０１３年（平成２５年））、フランス（同年）、ウルグアイ（同年）、20 

ニュージーランド（同年）、英国（北アイルランドを除く）(２０１４年（平成２６

年）)、ルクセンブルク（２０１５年（平成２７年））、アイルランド（同年）、コ

ロンビア（２０１６年（平成２８年））、フィンランド（２０１７年（平成２９年））、

マルタ（同年）、ドイツ（同年）、オーストラリア（同年）、オーストリア（２０

１９年（平成３１年、令和元年））、台湾（同年）、エクアドル（同年）、コスタ25 

リカ（２０２０年（令和２年））、英国（北アイルランド）（同年）、チリ（２０
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２２年（令和４年））、スイス（同年）において同性間の婚姻制度が導入された（い

ずれも施行年である。）。 

これらの国・地域の多くでは、登録パートナーシップ制度等を導入した後に同性

間の婚姻制度が導入されているが、登録パートナーシップ制度等の導入により、社

会的な承認が進んだことが同性間の婚姻制度導入を可能にしたとの指摘もされてい5 

る。そして、同性間の婚姻制度の導入に際して従前の登録パートナーシップ制度等

を廃止する国もあるが、維持する国も存在し、後者においては、登録パートナーシ

ップ制度等の内容は、改正を重ね、財産的な結合のみならず人格的義務を伴うもの

となるなど、婚姻制度に近似しつつある例がある。 

（以上につき、甲Ａ９８、１４５～１４８、１６９、２０５、２１０、２１１の10 

７・２９、３１９、４１７、５３３、５３４、甲Ｇ８） 

  また、以下のとおり、同性間の婚姻を認める法律の規定を合憲とする司法判

断、同性間の婚姻を認めない法令を違憲とする司法判断等がされた。 

① スペイン憲法裁判所は、２０１２年（平成２４年）１１月６日、同性間の婚

姻を認める民法の規定は憲法に違反しない旨判示した。（甲Ａ１６９） 15 

② アメリカ合衆国連邦最高裁判所は、２０１５年（平成２７年）６月２６日、

いわゆるObergefell事件において、婚姻の要件を異性カップルに限り、同性間の婚

姻を認めないオハイオ州、ミシガン州、ケンタッキー州及びテネシー州の各州法の

規定は、アメリカ合衆国憲法のデュー・プロセス条項及び平等保護条項に違反する

旨判示した。（甲Ａ９８、９９、１６４） 20 

 ③ 台湾の憲法裁判所に当たる司法院は、２０１７年（平成２９年）５月２４日、

同性間の婚姻を認めていない民法の規定は中華民国憲法に違反する旨判示した。（甲

Ａ９８、１０１） 

④ オーストリア憲法裁判所は、２０１７年（平成２９年）１２月４日、前記ア

のとおり既に導入され、改正もされていた登録パートナーシップ制度について、婚25 

姻と法的構造が同じであっても、異性間関係と同性間関係とを二つの法制度によっ
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て区別することは、性的指向等の個人の属性を理由とする差別を禁止する平等原則

に違反する旨判示した。(甲Ａ９８) 

  同性間の婚姻を認める国においても、異性間の婚姻と同性間の婚姻の内容に

相違がある場合（又は、導入当初は相違があった場合）があり、その主なものとし

て嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等が挙げ5 

られる。（甲Ａ１６９、２１１の２９） 

  韓国においては、２０１６年（平成２８年）、地方裁判所に相当する地方法

院において、同性間の婚姻を認めるか否かは立法的判断によって解決されるべきで

あり、司法により解決できる問題ではないとの判断が示された。（甲Ａ９８） 

  我が国における性的少数者をめぐる状況 10 

 ア 地方公共団体における取組の状況 

 平成２７年１０月に東京都渋谷区が、同年１１月に東京都世田谷区が地方公

共団体レベルでのパートナーシップ証明制度を導入したのをはじめとして、パート

ナーシップ証明制度を導入する地方公共団体が増加しており、これらの制度を利用

した同性カップルも多く存在する。また、一部の地方公共団体が協定を締結して当15 

該地方公共団体間での相互利用を可能とする例や同性パートナーの子を含めたファ

ミリーシップ証明も可能とする例もある。渋谷区等の調査によれば、令和４年４月

１日時点でパートナーシップ証明制度を導入した地方公共団体は２０９に及び、人

口カバー率は５２．１％となっている。（甲Ａ７５～９１、１１９～１３４、２６

６～３０２、３５２～３９１、４４５～５１９） 20 

 上記渋谷区の制度は、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例

に基づき、区長がパートナーシップ証明を行うものであり、同区が平成２９年にパ

ートナーシップ証明を取得した者に対して行った調査では、証明書は社会からの承

認であると捉えているとの意見がみられた。（甲Ａ７５、４３４） 

  また、上記のほかにも、地方公共団体において、犯罪被害者の遺族等に対す25 

る助成金につきパートナーシップ証明を受けている同性パートナーを受給者に含め
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る、同性カップルの職員に結婚休暇や出産支援休暇の利用を認めるなどの取組みが

されている。（甲Ａ３０７～３０９、３９２、３９３） 

 イ 民間企業等における取組の状況 

 一般社団法人日本経済団体連合会は、平成２９年５月１６日、「ダイバーシティ・

インクルージョン社会の実現に向けて」と題する提言を発表し、性的少数者の理解5 

促進、差別解消を呼びかけた。（甲Ａ９４） 

多数の民間企業において、性的少数者の抱える困難を解消するなどの目的の下で、

同性パートナーについて慶弔休暇を適用する例や家族手当の対象とする例、同性の

パートナーの子を社内制度上「子」として扱うファミリーシップ申請制度を導入し

た例等、企業における福利厚生について同性カップル及びその子に関して拡大を図10 

る取組がされている。（甲Ａ３１４、３１５、３１８、３９９） 

 また、一部の金融機関において、住宅ローンの連帯債務者を従来は夫婦に限って

いたものについて、同性パートナーにも拡大するなどの取組もされている。（甲Ａ

３１２、３１３） 

 ウ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 15 

 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成１５年法律第１１１号）

が平成１６年７月１６日に施行された。同法３条１項は、性同一性障害者につき性

別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として、「現に婚姻をしていない

こと」（２号）を定めているところ、最高裁判所は、同規定について、現に婚姻を

している者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が20 

認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものと

して、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものと

いうことはできず、憲法１３条、１４条１項、２４条に違反するものとはいえない

との判断をした（最高裁令和元年（ク）第７９１号同２年３月１１日第二小法廷決

定）。 25 

  同性間の婚姻、同性カップルの法的保障に関する世論調査等 
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 ア 日本世論調査会が平成２６年に行った調査によれば、同性婚を法的に認める

ことについて、賛成（どちらかといえば賛成を含む。）が４２．３％（男性では３

５．４％、女性では４８．７％）、反対（どちらかといえば反対を含む。）が５２．

４％であった。（甲Ａ１０４） 

 イ 河口和也広島修道大学教授を研究代表者とするグループが平成２７年に全国5 

の２０～７９歳の男女に対して行った調査によれば、同性同士の結婚を法で認める

ことについて賛成（やや賛成を含む。）が５１．２％（男性では４４．８％、女性

では５６．７％）、反対（やや反対を含む。）が４１．３％（男性では５０．０％、

女性では３３．８％）であった。（甲Ａ１０４） 

 ウ 毎日新聞社が平成２７年に行った全国調査（回答者数１０１８人）によれば、10 

同性婚について、賛成が４４％（男性では３８％、女性では５０％）、反対が３９％

（男性では４９％、女性では３０％）であった。（甲Ａ１０４、１０５） 

 エ ＮＨＫが平成２９年に全国１８歳以上の国民に行った調査（調査有効数２６

４３人）によれば、男性同士、女性同士が結婚することを認めるべきだとの調査項

目について、そう思うとの意見は５０．９％、そうは思わないとの意見は４０．７％15 

であった。（甲Ａ１０６、１０７） 

 オ 朝日新聞社が平成２９年に行った全国世論調査によれば、同性婚を法律で認

めるべきかとの調査項目に対し、「認めるべきだ」との回答は４９％（男性では４

４％、女性では５４％）、「認めるべきではない」との回答は３９％であった。ま

た、１８～２９歳、３０代では「認めるべきだ」との回答が７割を超えるのに対し、20 

６０代では「認めるべきだ」と「認めるべきではない」が拮抗し、７０歳以上では

「認めるべきではない」が６３％となった。（甲Ａ１０８、１０９） 

 カ 株式会社電通が平成３０年に２０～５９歳の６万人を対象に行った調査によ

れば、性的少数者の当事者は８．９％であった。６万人から抽出した６２２９人の

うち、同性婚の合法化に「賛成」又は「どちらかというと賛成」と回答した者は７25 

８．４％であり、性的少数者ではない５６４０人でみると女性は８７．９％、男性



 34 

は６９．２％が「賛成」又は「どちらかというと賛成」であった。（甲Ａ１１０、

２１１の５７） 

 キ 国立社会保障・人口問題研究所が平成３０年に行った第６回全国家庭動向調

査によれば、既婚女性６１４２人のうち、①男性同士や女性同士の結婚（同性婚）

を法律で認めるべきだとの調査項目について、「まったく賛成」又は「どちらかと5 

いえば賛成」と回答した者は６９．５％、「まったく反対」又は「どちらかといえ

ば反対」と回答した者は３０．５％、②男性同士や女性同士のカップルにも何らか

の法的保障が認められるべきだとの調査項目について、「まったく賛成」又は「ど

ちらかといえば賛成」と回答した者は７５．１％、「まったく反対」又は「どちら

かといえば反対」と回答した者は２５．０％、③同性同士のカップルも男女のカッ10 

プルと同じように子供を育てる能力があるとの調査項目について、「まったく賛成」

又は「どちらかといえば賛成」と回答した者は６９．４％、「まったく反対」又は

「どちらかといえば反対」と回答した者は３０．６％であった。（甲Ａ１４９、１

６５、１６６、２２６） 

 ク 朝日新聞社と東京大学谷口将紀研究室が令和２年３～４月に全国の有権者２15 

０５３人から回答を得て行った調査によれば、同性婚について、「賛成」又は「ど

ちらかと言えば賛成」と回答した者は４６％、「どちらとも言えない」と回答した

者は３１％、「反対」又は「どちらかと言えば反対」と回答した者は２３％であっ

た。平成１７年に有権者を対象として行った調査と比較すると、同性婚については

賛成意見が１４％増加した。また、自由民主党支持層でも賛成意見が増加し、反対20 

意見を上回った。（甲Ａ２２４） 

  婚姻についての意識調査 

 ア 内閣府の平成１７年版国民生活白書によれば、結婚の良い点・メリットは何

かとの調査項目につき、「家族や子どもを持てる」が既婚者で６３．５％、未婚者

で５８．２％、「精神的な安定が得られる」が既婚者で６１．９％、未婚者で５４．25 

３％、「好きな人と一緒にいられる」が既婚者で５８．０％、未婚者で５７．７％
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であった。 

また、家庭はどのような意味を持つと感じているかとの調査項目につき、「家族

の団らんの場」が有配偶者で６３．８％、未婚者で５４．９％、「休息・やすらぎ

の場」が有配偶者で５７．３％、未婚者で５５．４％、「家族の絆を強める場」が

有配偶者で５０．６％、未婚者で３７．６％、「子どもを生み、育てる場」が有配5 

偶者で２７．０％、未婚者で１９．５％であった。 

（以上につき、甲Ａ２１１の５４） 

イ  内閣府が平成２２年から平成２３年にかけて実施した結婚・家族形成に関

する調査によれば、既婚者が結婚した理由は、「好きな人と一緒にいたかった」が

６１．０％、「家族を持ちたかった」が４４．２％、「子どもが欲しかった」が３10 

２．５％であった。 

また、未婚者（将来結婚したい人）が結婚したい理由は、「好きな人と一緒にい

たい」が６１．０％、「家族を持ちたい」が５９．２％、「子どもが欲しい」が５

７．１％であった。 

（以上につき、甲Ａ２１１の５５の１） 15 

 内閣府が平成２６年から平成２７年にかけて実施した結婚・家族形成に関す

る意識調査によれば、未婚者（将来結婚したい人）が結婚したい理由は、「家族を

持ちたい」と「子どもが欲しい」が共に７０．０％、「好きな人と一緒にいたい」

が６８．９％であった。（甲Ａ２１１の５５の２） 

 ウ 国立社会保障・人口問題研究所が平成２７年に実施した第１５回出生動向基20 

本調査における対象となる１８～３４歳の未婚者による回答結果は、以下のとおり

であった。(甲Ａ２１１の５２、５４４)   

  「生涯を独身で過ごすというのは、望ましい生き方ではない」との調査項目

について賛成した者は、男性で６４．７％、女性で５８．２％であった。 

 「いずれ結婚するつもり」と回答した者は、男性が８５．７％、女性が８９．25 

３％であり、おおむね微減傾向にあるものの、高い水準にあった。 
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 「結婚に利点がある」と回答した者は、男性が６４．３％、女性が７７．８％

であり、具体的な利点としては、「自分の子どもや家族をもてる」と回答した者が

男性で３５．８％、女性で４９．８％と最も多く、続いて「精神的安らぎの場が得

られる」と回答した者が男性で３１．１％、女性で２８．１％であった。 

 子供を持つ理由について、「子どもがいると生活が楽しく豊かになるから」5 

と回答した者が男性で６６．５％、女性で７３．３％であり、「結婚して子どもを

持つことは自然なことだから」と回答した者は男性で４８．４％、女性で３９．０％

であった。  

エ ＮＨＫが平成３０年に全国の１６歳以上の５４００人を対象に行った調査（回

答率５０．９％）によれば、「必ずしも結婚する必要はない」と回答した者は６８％10 

であり、過去の調査結果に比べ増加し、他方で「人は結婚するのが当たり前だ」と

回答した者は２７％であり、過去の調査結果に比べ減少した。また、「結婚しても、

必ずしも子どもをもたなくてよい」と回答した者は６０％であり、過去の調査結果

に比べ増加し、「結婚したら、子どもをもつのが当たり前だ」と回答した者は３３％

であり、過去の調査結果に比べ減少した。（甲Ａ２１１の５０）  15 

 オ 国立社会保障・人口問題研究所が平成３０年に行った第６回全国家庭動向調

査によれば、既婚女性６１４２人のうち、「夫婦は子どもを持ってはじめて社会的

に認められる」との調査項目について、「まったく賛成」又は「どちらかといえば

賛成」と回答した者は２４．７％であり、「まったく反対」又は「どちらかといえ

ば反対」と回答した者は７５．４％であった。賛成割合は同研究所が平成２０年に20 

行った調査における３５．８％、平成２５年に行った調査における３２．１％から

減少した。（甲Ａ２１１の５１） 

 ２ 争点⑴（同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性）について 

 ⑴ 憲法２４条１項適合性について 

ア 原告らは、憲法２４条１項は、国家以前の個人の尊厳に直接由来する自由と25 

して婚姻の自由を保障していると解すべきであり、その婚姻の自由は同性間の婚姻
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についても及ぶものとした上で、本件諸規定は、憲法が婚姻制度について要請し想

定した核心部分を正当化根拠なく制約するものであり、憲法２４条１項に違反する

旨主張する。 

イ 憲法２４条１項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等

の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」5 

と規定するところ、これは、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについて

は、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明ら

かにしたものであると解される。婚姻は、これにより、配偶者の相続権（民法８９

０条）や夫婦間の子が嫡出子となること（同法７７２条１項等）などの重要な法律

上の効果が与えられるものとされているほか、近年家族等に関する国民の意識の多10 

様化が指摘されつつも、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透して

いると考えられることをも併せ考慮すると、上記のような婚姻をするについての自

由は、憲法２４条１項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解すること

ができる。 

また、憲法２４条２項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並15 

びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の

本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定する。婚姻及び家族

に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における夫婦や親子関係に

ついての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきも

のであるから、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法20 

律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法２４条２項

は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構

築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、

個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことに

よって、その裁量の限界を画したものということができる（以上につき、最高裁平25 

成２５年（オ）第１０７９号同２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２
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４２７頁〔以下「平成２７年再婚禁止期間大法廷判決」という。〕、最高裁平成２

６年（オ）第１０２３号同２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２５８

６号〔以下「平成２７年夫婦同氏制大法廷判決」という。〕参照）。 

以上によれば、憲法２４条は、その２項において、婚姻及び家族に関する事項に

ついての具体的な制度の構築を国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立5 

法に当たっては個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指

針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであり、１項は、その中でも

婚姻に関する立法すなわち法律婚制度の構築にあたっては、婚姻をするかどうか、

いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられる

こととすることを立法府に対して要請する趣旨のものと解される。 10 

ウ 以上の理解を前提として、憲法２４条１項が法律婚制度の構築を求めた同条

の「婚姻」について、異性間の婚姻のみならず同性間の婚姻も含むものと解するこ

とができるかについて検討する。 

まず、憲法２４条１項は、「両性」、「夫婦」という男性と女性を示す文言を用

いている。この点について、憲法２４条の制定経緯をみると、ＧＨＱ草案２３条で15 

は「男女両性」という文言が、これを受けて日本側で作られた「３月２日案」３７

条及び「３月５日案」２２条では「男女相互」という文言がそれぞれ用いられてい

るなど、一貫して男性と女性を示す文言が用いられており、これを踏まえて最終的

には「男女相互ノ合意」に代えて「両性の合意」という文言が用いられたことが認

められる（前記認定事実 ウ）。そうすると、これらの文言からは、同条にいう「婚20 

姻」は、異性間の婚姻を指すものと解するのが自然である。 

また、前記認定事実 ウのとおり、憲法制定時の帝国議会における審議の過程に

おいても同性間の婚姻について議論が行われた形跡は見当たらず、婚姻は男女間の

ものであることが当然の前提とされていたことがうかがわれ、これは、憲法２４条

等の制定に伴い改正された現行民法の審議の過程においても同様である（前記認定25 

事実 イ、エ）。 
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そうすると、憲法２４条にいう「婚姻」とは、異性間の婚姻を指し、同性間の婚

姻を含まないものと解するのが相当である。 

エ これに対し、原告らは、憲法制定当時は２４条の「婚姻」が異性間の婚姻を

指していたとしても、憲法の原理及びその後の社会の変化を踏まえれば、今日の解

釈としては同性間の婚姻をも含むものと解すべき旨主張するので、この点について5 

検討する。 

 前記認定事実 アのとおり、婚姻とは、当事者間の親密な人的結合全般では

なく、その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係、いわば社会的な承

認を受けた人的結合関係をいうものと解されてきたところ、前記ウのとおり、憲法

制定時においては、婚姻とは男女間のものという考え方が当然の前提となっており、10 

同性間の人的結合関係については、これを婚姻に含めるか否かの議論すらされてい

ないことが認められる。また、前記認定事実 ア及び イのとおり、当時、我が国

に限らず、諸外国においても同性間の婚姻を認める立法例は存在していなかったこ

とが認められる。そうすると、憲法制定当時においては、我が国において、同性間

の人的結合関係を婚姻とする旨の社会通念、社会的な承認は存在しておらず、婚姻15 

は男女間のものとする社会通念に従って、前記のとおり異性間の人的結合関係のみ

を「婚姻」とする憲法が制定されたものと認められる。 

婚姻や家族についての社会通念や国民の意識、価値観は変化し得るものであると

ころ、近時、同性愛者を含む性的少数者に対する社会内での理解が進み、前記認定

事実のとおり、精神医療等の専門家の間では同性愛を疾病とする見解が否定される20 

に至ったこと（前記認定事実 イ ）、かつて同性間の性交渉を処罰する法律を有

していた国においても当該法律を廃止する動きが進んでいること(同 イ )、多く

の国において同性カップルに一定の地位や法的保護、公証を与える登録パートナー

シップ制度等が導入され（同 ア）、さらに、平成１３年以降、約３０の国・地域

において、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきたこと（同 イ 及び ）、25 

我が国においても、多くの地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入
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されるなど、同性カップルについて一定の法的保護を与えようとする動きがあるこ

と（同 ア）などの事実を認めることができ、同性愛を異常なもの、病的なものと

するかつての認識の誤りは多くの国において改善されつつあり、同性愛に対する差

別、偏見を克服しようとする動きがあることが認められる。このとおり、同性愛者

等を取り巻く社会状況に大きな変化があることを踏まえれば、今日においては憲法5 

２４条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解釈すべきとの原告らの主張を直ち

に否定することはできない。 

 しかしながら、前記認定事実のとおり、歴史上、人間は男女の性的結合関係

によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、このような前国家的な関係

を規範によって統制するために婚姻制度（法律婚制度）が生じ、その中で、婚姻と10 

は、伝統的に、男女の生活共同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって

家族の中核を形成するものと捉えられてきたことが認められる（前記認定事実 ア）。

そして、このような婚姻についての捉え方は、オランダにおいて同性間の婚姻の制

度が導入される平成１３年までは諸外国においても共通しており、婚姻は男女間の

ものとされてきたところである（前記認定事実 ア、 イ）。これらの事実等から15 

すれば、伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられて

きた背景、根底には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送

りながら、次の世代につないでいくという社会にとって重要かつ不可欠な役割を果

たしてきた事実があることは否定できないところであろう。 

前述のとおり、婚姻や家族に関する社会通念や国民の意識、価値観は時代、社会20 

によって変遷するものであり、我が国においても、従来に比べて結婚について多様

な考え方が存在するようになり、また、婚姻しないという選択又は婚姻しても子を

持たないという選択をすることも当該個人の自由であることは論を俟たないところ

ではある。しかしながら、婚姻についての意識調査の結果（前記認定事実 ）によ

れば、生涯を独身で過ごすというのは望ましい生き方ではないとの回答や、結婚を25 

する理由として子供を持ちたいことを挙げる回答が過半数を占める調査結果も存在
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することが認められ、法律婚を尊重する考え方や婚姻と子供を持つことを結びつけ

る考え方を有する人は今なお一定の割合を占めていることが認められる。 

そうすると、原告らが指摘する同性愛者等を取り巻く社会状況の変化や同性愛に

対する差別、偏見の解消の重要性を踏まえたとしても、当事者間における自然生殖

の可能性がないことが明らかである同性カップルについて、その人的結合関係に対5 

して一定の法的保護を与えることを超えて、本件諸規定が対象としている異性間の

婚姻と同じ「婚姻」と捉えるべきとの社会通念や社会的な承認が生じているか否か

については、更なる慎重な検討を要するものといわざるを得ない（なお、この点は、

女性の同性カップルであっても生殖補助医療を受けることなどにより出産すること

が可能であることや同性カップルが子を養育することが可能であることを否定する10 

ものではなく、古くから続いてきた男女が共同生活を送る中で子を産み育てるとい

う営みが同性カップルには当てはまらないことをいうものである。）。 

そして、前記認定事実 のとおり、我が国における世論調査等の結果によれば、

同性間の婚姻の導入について反対意見を有する人の割合は減少傾向にあることが認

められるものの、依然として一定の割合を占めており、社会内において価値観の対15 

立があることが認められる。このような反対意見の多くは、婚姻を男女間の人的結

合関係と捉える伝統的な価値観に根差したものであると考えられるところ、そのよ

うな伝統的な価値観が、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を

送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来するもの

であることからすれば、これを一方的に排斥することも困難であるといわざるを得20 

ない。 

 以上によれば、我が国においても、同性愛に対する差別・偏見を解消しよう

とする動き、同性カップルに一定の法的保護を与えようとする動きがあることは前

述のとおりであるものの、現段階において、同性間の人的結合関係を異性間の夫婦

と同じ「婚姻」とすることの社会的承認があるものとまでは認め難いものといわざ25 

るを得ない。 
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したがって、憲法制定時からの社会状況の変化等を踏まえても、現段階において、

憲法２４条の「婚姻」について、これに同性間の婚姻を含まないという前記ウの解

釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっているものということはできない。 

オ また、原告らは、憲法が婚姻制度について要請した核心部分は、望む相手と

両当事者の合意のみに基づいて婚姻が成立するという点であるから、婚姻の自由は5 

同性間の婚姻についても保障される旨主張する。 

憲法制定時に明治民法による家制度の廃止が議論され、婚姻について戸主等によ

る同意を要するものとせず、両当事者の合意のみによって成立することとされたこ

とは原告ら主張のとおりであるが、その前提として、婚姻は、その社会において「婚

姻」とする旨の承認を得た人的結合関係をいうものと解されるところ、同性間の婚10 

姻について、現段階において、このような社会における承認があるとまでは認めら

れないことは前述のとおりである。したがって、原告らの主張はその前提を欠き、

採用することができない。 

カ 以上によれば、憲法２４条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解するこ

とはできず、憲法２４条１項が同性間の婚姻に関する立法に関して当事者間の自由15 

かつ平等な意思決定に委ねられることとすることを要請したものと解することはで

きない。 

したがって、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない本件諸規定

が憲法２４条１項に違反するとはいえない。 

 ⑵ 憲法１４条１項適合性について 20 

 ア 憲法１４条１項は、法の下の平等を定めており、事柄の性質に応じた合理的

な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解す

べきである（最高裁昭和３７年（オ）第１４７２号同３９年５月２７日大法廷判決・

民集１８巻４号６７６頁、最高裁昭和４５年（あ）第１３１０号同４８年４月４日

大法廷判決・刑集２７巻３号２６５頁、平成２７年再婚禁止期間大法廷判決、平成25 

２７年夫婦同氏制大法廷判決等参照）。 
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 また、前記⑴イで述べたとおり、憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する事項

について、具体的な制度の構築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとと

もに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきである

とする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであるから、

婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた5 

上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められ

ない場合には、当該区別は、憲法１４条１項に違反するものということができる（最

高裁平成２４年（ク）第９８４号、第９８５号同２５年９月４日大法廷決定・民集

６７巻６号１３２０頁参照）。  

 イ  原告らは、本件諸規定は性的指向によって婚姻の可否について区別取扱い10 

を行うものであると主張する。 

本件諸規定は、性的指向が異性愛であることを婚姻の要件としたものではないが、

婚姻を異性間のものに限ることによって、実質的には同性愛者の婚姻を不可能とす

る結果を生ぜしめているから、性的指向による区別取扱いに当たるものと認められ

る。 15 

  これに対し、被告は、本件諸規定は飽くまでも一人の男性と一人の女性の間

の婚姻を定めるものにすぎず、本件諸規定の文言上も特定の性的指向を婚姻の成立

要件等とするものではないから、性的指向による形式的不平等が存在するものでは

ないと主張する。 

しかしながら、婚姻の本質は、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的と20 

して真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ、同性愛者にとっては、

異性との婚姻はこのような婚姻の本質を伴ったものにはならないのであるから、形

式的には異性との婚姻制度を利用することができたとしても、実質的には婚姻がで

きないことに等しい。そうすると、本件諸規定は、それ自体には性的指向について

の要件等を設けておらず、性的指向について中立的な制度にはなっているものの、25 

同性愛者が婚姻することを実質的には不可能としているものであり、このような効
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果は本件諸規定が婚姻を異性間のものに限っていることによって生じた結果である

といえるから、性的指向による区別取扱いに当たるものと認められる。この点の被

告の主張は理由がない。 

 ウ 以上のとおり、本件諸規定は、婚姻の可否について性的指向による区別取扱

いをするものであるところ、これにより、同性愛者は、婚姻（法律婚）制度全体を5 

利用することができない状況に置かれ、異性愛者とは異なり、婚姻によって生ずる

様々な法的効果等を享受することができないという不利益を受けているということ

ができる。 

 しかしながら、前述のとおり、憲法２４条１項は、異性間の婚姻について法律婚

としての立法を要請しているものと解すべきものであるところ、このように婚姻を10 

異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族

として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営

みがあることは前述のとおりである。そうすると、本件諸規定が婚姻を異性間のも

のに限り、同性間の婚姻を認めていないことは、上記のような社会通念を前提とし

た憲法２４条１項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくものであって、上記区15 

別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。 

 したがって、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていな

いこと自体が、立法裁量の範囲を超え、性的指向による差別に当たるとして、憲法

１４条１項に違反するとはいえない。 

 エ これに対し、原告らは、上記区別取扱いに合理的根拠が認められるかの審査20 

は厳格に行われるべきであり、同性愛者の不利益は甚大であることや、婚姻制度の

目的が親密性に基づく共同生活の保護にあることなどからすれば、上記区別取扱い

に合理的理由が存在しないことは明らかである旨主張する。 

 しかしながら、前述のとおり、憲法２４条の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同

条１項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している一方、同性間の婚25 

姻については、異性間の婚姻と同等の保障をしているとは解されないことからすれ
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ば、婚姻制度の目的の一つが人的結合関係における共同生活の保護にあると考えら

れることなどを考慮したとしても、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間

の婚姻を認めていないことが立法裁量の範囲を超え、憲法１４条１項に違反すると

はいい難い。 

オ また、原告らは、本件諸規定は性別に基づく区別取扱いであるとも主張する。 5 

しかし、本件諸規定の下では男性も女性もそれぞれ異性とは婚姻することができ、

また、同性とは婚姻することができないのであって、男性か女性のどちらか一方が

性別を理由に不利益な取扱いを受けているものではないから、本件諸規定は性別に

基づく区別取扱いをするものとはいえない。 

したがって、この点の原告らの主張は採用することができない。 10 

  憲法２４条２項適合性について 

 ア  これまで述べたとおり、憲法２４条の「婚姻」が異性間の婚姻を指してい

ると解されることからすれば、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚

姻を認めていないこと自体が憲法２４条１項、１４条１項に違反するものとはいえ

ない。 15 

  もっとも、前記のとおり、憲法２４条１項は、同条の「婚姻」すなわち異性

間の婚姻に関する立法について婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについ

ては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられることとすることを立法府に

対して求める趣旨の規定であり、法律婚制度に同性間の婚姻を含めることについて

は何ら触れられていない。その制定時の議論をみても、同条は、明治民法の下での20 

家制度に付随する戸主の権限を廃止し、当事者双方の合意のみに基づく婚姻を可能

とすることに主眼があったことが認められ、婚姻は異性間のものであるとの前提に

立つものではあるものの、同性間の婚姻を積極的に排除、禁止しようとしたものと

はうかがわれない（前記認定事実 ウ）。 

 そして、婚姻の本質は、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真25 

摯な意思をもって共同生活を営むことにあると解されるところ、このような目的、
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意思をもって共同生活を営むこと自体は同性カップルにも等しく当てはまるもので

あるし、その性的指向にかかわらず、個人の人格的生存において重要なものである

と認められる。 

 したがって、憲法２４条は、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法を

すること、又は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築5 

することなどを禁止するものではなく、上記のような立法は、その内容が個人の尊

厳と両性の本質的平等に反し立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでな

い限り、憲法２４条に違反するものではないということができる。 

  同性愛者は、性的指向という本人の意思で変えることのできない事由により、

本件諸規定により婚姻制度を利用することができない状態に置かれている。また、10 

前記認定事実 アのとおり、一定数の地方公共団体がパートナーシップ証明制度を

導入し、同性カップルをパートナーすなわち家族として公証することを行っている

ものの、これは地方公共団体ごとの取組みであって、国においてはこのような制度

は存在しない。その結果、同性愛者は、そのパートナーとの共同生活について、家

族として法的保護を受け、社会的に公証を受けることが法律上できない状態にある。 15 

憲法２４条２項は、婚姻に関する事項のみならず、家族に関する事項についても、

その立法に当たり個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべき旨を示しているとこ

ろ、このような状態が、憲法２４条２項が掲げる個人の尊厳に照らして合理性を欠

き、立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かとい

う点を踏まえ、本件諸規定の憲法２４条２項適合性を検討する。 20 

イ 前記 イのとおり、憲法２４条２項は、具体的な制度の構築を第一次的には

国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条１項も前

提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針

を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。 

そして、憲法２４条が、本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に25 

対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針
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は、単に、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく、か

つ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるという

ものではないのであって、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益

をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の

内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等5 

についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量に

限定的な要請をし、指針を与えるものといえる。  

他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況に

おける種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における家族関係についての全体

の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に、憲法上10 

直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として

多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会的条件、

国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。 

したがって、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法１４条１項

に違反しない場合に、更に憲法２４条２項にも適合するものとして是認されるか否15 

かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、

当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の

立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観

点から判断すべきものと解するのが相当である。（以上につき、平成２７年夫婦同

氏制大法廷判決参照） 20 

 ウ  婚姻（法律婚）制度は、様々な法制度のパッケージとして構築されており、

婚姻することによって様々な法的効果が発生する。例えば、民法においては、同居、

協力及び扶助の義務（７５２条）、婚姻費用の分担（７６０条）、財産の共有推定

（７６２条２項）、離婚時の財産分与（７６８条）、嫡出の推定（７７２条）、特

別養子縁組についての夫婦共同縁組（８１７条の３）、夫婦の共同親権（８１８条）、25 

配偶者の相続権（８９０条）と法定相続分（９００条）、配偶者居住権（１０２８
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条）、配偶者短期居住権（１０３７条）、遺留分（１０４２条）等が挙げられ、戸

籍法においては、婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編成し（１６

条１項本文）、子が出生した場合には、子は親の戸籍に入ること（１８条）等が挙

げられる。その他にも、税、社会保障、出入国管理の分野等において、個別法規に

おいて婚姻（配偶者であること）が効果発生のための要件とされているものが多数5 

存在する。これらの規定の多くは、夫婦が共同生活を送り、場合によっては子を産

み育てるにあたり、その家族関係を法的に保護する趣旨のものであるということが

できる。 

また、このような明文による法的効果に限らず、婚姻により、その当事者は、社

会内において家族として公に認知され、それにより家族として安定した共同生活を10 

営むことが可能となるという効果も生ずる。 

 このように、婚姻は、親密な人的結合関係について、その共同生活に法的保

護を与えるとともに、社会的承認を与えるものである。このように親密な人的結合

関係を結び、一定の永続性を持った共同生活を営み、家族を形成することは、当該

当事者の人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有し、その人生において最も重15 

要な事項の一つであるということができるから、それについて法的保護や社会的公

証を受けることもまた極めて重要な意義を持つものということができる。 

前記認定事実 ウのとおり、未婚の男女に対する調査で「生涯を独身で過ごすと

いうのは、望ましい生き方ではない」との調査項目に対して賛成の回答をした者は

約６割、「いずれ結婚するつもり」との調査項目について賛成の回答をした者は９20 

割近くに達していることが認められる。婚姻や家族に関する国民の意識や価値観が

多様化している中で、やはり法律婚を尊重する考え方が浸透しているといえるのも、

このような婚姻による法的効果や社会内での公証を受けられることについての意義、

価値が大きいと考えられていることの証左といえる。 

そうすると、婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活25 

を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができ
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る利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。 

 そして、原告らの本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、同性愛者にお

いても、親密な人的結合関係を築き、パートナーと共同生活を送り、場合によって

は子供を養育するなどして、社会の一員として生活しており、その実態は、男女の

夫婦と変わるところがないのであって、パートナーと法的に家族となることは、そ5 

の人格的生存にとって極めて重要な意義を有するものということができる。 

そうすると、同性愛者にとっても、パートナーと家族となり、共同生活を送るこ

とについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、

個人の尊厳に関わる重大な人格的利益に当たるということができる。 

エ  前記ウ に挙げた婚姻による法的効果の中には、同性間の人的結合関係に10 

おいても、当事者間の契約等により一定程度は実現可能であるものも存在する。例

えば、同居、協力及び扶助の義務（民法７５２条）については、契約により同様の

効果を生じさせることが可能であるといえるし、相続のように当事者の一方の死後

にその財産を他方に帰属させることは、契約や遺言等によっても可能であるなど、

契約や民法上の他の制度等を用いることによって、一定程度は実現可能である。 15 

しかし、共同親権や税法上の優遇措置等、契約等によっては実現困難なものや婚

姻制度による場合とは完全に同じ効果を得ることができないものも存在する上、契

約等による場合には、婚姻とは異なり、事前に個別の契約等を行っておく必要があ

るという相違点がある。 

  また、同性カップルでも共同生活を営むこと自体は自由であって、本件諸規20 

定はそれ自体を制約するものではない。しかしながら、我が国において、法律婚を

重視する考え方が依然として根強く存在することは前記のとおりであり、婚姻する

ことによって社会内で家族として認知、承認され、それによって安定した社会生活

を営むことができるという実態があることが認められるところ、同性間の人的結合

関係については、法律上、このような社会的公証を受ける手段がないため、社会内25 

で生活する中で家族として扱われないという不利益を受けている。この点につき、



 50 

原告らの本人尋問の結果によれば、例えばパートナーが医療機関で診療を受けた際

に家族として認められなかったために病状の説明を受けられなかったり、入院の際

の保証人になることができなかったりするなどの不利益を受けた経験を有する者が

あることが認められる。 

 そして、性的指向は本人の努力や治療により変えられるものではなく（前記5 

認定事実 ア）、現行法上、同性愛者が婚姻することが実質的に困難であることは、

前述のとおりである。 

 このように、現在、同性愛者には、パートナーと家族になることを可能にす

る法制度がなく、同性愛者は、その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが

法律上極めて困難な状況に置かれている。家族を持たないという選択をすることも10 

当該個人の自由であることは当然であるが、特定のパートナーと家族になるという

希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、

その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる。なお、同性

カップルにおいて、婚姻が認められていないことから養子縁組をする例があること

がうかがわれるが、男女の夫婦と同様の人的結合関係について、親族関係を構築す15 

るために養子縁組を用いて親子関係となるのは、飽くまでその他の制度がないこと

によりやむを得ず行う代替手段であり、当該人的結合関係の本来の実態、実情には

適合していないものといわざるを得ない。 

 オ  以上を踏まえ、本件諸規定を含む現行法上、同性間の人的結合関係につい

て、パートナーと家族になり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護20 

を受け、社会的公証を受けるための制度（以下「パートナーと家族になるための法

制度」という。）が設けられていないことについて、個人の尊厳に照らして合理性

を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たる

か否か、本件諸規定の憲法２４条２項適合性について検討する。 

  前記 エのとおり、近時、同性愛者等を取り巻く社会状況には大きな変化が25 

あり、同性愛を異常なもの、病的なものとするかつての認識は改められつつあり、
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多くの国において同性間の人的結合関係に一定の地位や法的効果を与える登録パー

トナーシップ制度等が導入され、さらに、平成１３年以降、約３０の国・地域にお

いて、同性間の婚姻を認める立法が次々にされてきたことが認められる。我が国に

おいても、多くの地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入され、民

間企業においても同性間の人的結合関係を夫婦と同等に扱う例があるなど、同性カ5 

ップルについて一定の保護を与えようとする動きがある。 

 また、性的少数者に対する調査によれば、８～９割の者が、同性間の婚姻の制度

又は国レベルのパートナーシップの登録制度を要望していることが認められる（前

記認定事実 ウ 及び ）。 

 さらに、世論調査の結果によれば、平成２６年に行われた調査においては、同性10 

間の婚姻を法的に認めることについて、反対意見が賛成意見を上回っていたが、平

成２７年以降は賛成意見が反対意見を上回るようになり、令和２年に全国の有権者

を対象として実施された調査では、賛成意見が４６％、反対意見が２３％であり、

平成１７年に行われた調査より賛成意見が１４％増えたことが認められるほか、平

成３０年に行われた調査では同性カップルにも何らかの法的保障が認められるべき15 

であるとの回答が７５％を超えていることが認められる（前記認定事実 ）。 

 現在、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が設けられて

いないのは、前述のとおり伝統的に婚姻が異性間のものと考えられてきたことに負

うところが大きいものと考えられるが、パートナーと家族になるための法制度とし

ては、同性間の婚姻制度以外にも、イタリア等の諸外国で導入されている制度（前20 

記認定事実 ア）のような婚姻に類する制度も考えられるところであり、少なくと

もこのような婚姻に類する制度は、前記の婚姻についての伝統的な価値観とも両立

し得るものと考えられる。 

 そして、多数の地方公共団体においてパートナーシップ証明制度が導入され、利

用され、広がりをみせていることは前述のとおりであり、さらに国において同性間25 

の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害とな
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るような事由があることはうかがわれない。むしろ、上記のような制度を構築する

ことは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生

活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた

社会全体の安定につながるものということもできる。 

 他方で、同性間において、パートナーと家族になるための法制度をどのよう5 

に構築するかという点については、原告らが主張するように現行の婚姻制度に同性

間の婚姻も含める方法のほか、諸外国で導入されている制度（前記認定事実 ア）

のように、現行の婚姻制度とは別に同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を構築

し、そのパートナーには婚姻における配偶者と同様の法的保護を与えることも考え

られる。 10 

また、前記認定事実 イ のとおり、同性間の婚姻を認める外国の立法例におい

ても、異性間の「婚姻」と同性間の「婚姻」の法的効果に相違がある場合（又は、

導入当初は相違があった場合）があり、その主なものとして嫡出推定規定の適用の

有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等が挙げられることが認められる。

我が国においても、同性間の人的結合関係についてパートナーと家族になるための15 

法制度を導入する場合に上記のような点についていかなる制度とすべきかについて

は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、また、

子の福祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がされるべきであ

るということができる。 

  以上の点を総合的に考慮すると、現行法上、同性愛者についてパートナーと20 

家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大

な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法

２４条２項に違反する状態にあるということができる。しかしながら、そのような

法制度を構築する方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねら

れており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方25 

法に限られない（現行の婚姻制度とは一部異なる制度を同性間の人的結合関係へ適
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用する制度とする方法や、同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を別途構築する

方法を採ること等も可能である。）ことからすれば、同性間の婚姻を認めていない

本件諸規定が憲法２４条２項に違反すると断ずることはできない。 

 カ  以上に対し、原告らは、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定は、同性

カップルは異性カップルと何ら異なるところのない共同生活を営んでいるにもかか5 

わらず同性カップルを婚姻から排除しており、その存在自体、同性愛者等に対する

社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するものであるから、本件諸規定は憲

法２４条２項に違反する旨主張する。 

  この点、本件諸規定が同性愛者を法律上の家族の枠組みから排除しており、

その結果、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存10 

在しない状態にあることが憲法２４条２項に違反する状態であることについては前

述のとおりであるところ、立法府において現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める

立法を行うことは、上記の状態を解決するために採り得る選択肢の一つである（な

お、憲法２４条が同性間の婚姻に関する立法を禁止するものとは解されないことは

前記アのとおりである。）。 15 

また、近時は改善されつつあるものの、同性愛が長らく異常なものとして認識さ

れ、差別や偏見の対象となってきたことからすれば、現行の婚姻制度に同性間の婚

姻を含めることにより、異性間の婚姻と全く同じ制度を構築することが差別や偏見

の解消に資するとの原告らの主張にも首肯できる点はある。 

 しかしながら、婚姻や家族に関する事項については、国の伝統や国民感情を20 

含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における家族関

係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきであるか

ら、この点に関しては立法府が合理的な立法裁量を有しているものと解される。同

性間の婚姻の制度を導入した国においても、その導入に先行して、まずは登録パー

トナーシップ制度を導入した国も多く（前記認定事実 ア及びイ）、その導入過程25 

は様々である。また、前述のとおり、同性間の婚姻を導入した国においても、嫡出
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推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等について議論

がされていることが認められ、我が国においても、これらの点について、子の福祉

や生命倫理の観点からの検討、他の制度との整合性の検討等を行うことが不可避で

あり、この点は第一次的には立法府の立法裁量に委ねられているものといわざるを

得ない。そして、婚姻制度から同性間の人的結合関係を排除することは差別や偏見5 

を助長するとの原告らが指摘する観点についても、同様に立法府における検討にお

いて考慮されるべき事項の一つであるということはできるが、それによって立法府

が採り得る選択肢が、現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める立法という一つの方

法に収れんし、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法２４条２項に違反す

るとはいい難い。なお、前記認定事実 のとおり、同性間の婚姻を認めることや同10 

性カップルに対して法的保障を認めることについて、近年、肯定的な世論が広がり

を見せていることなどからすれば、上記の点についての議論、検討を第一次的には

立法府に委ねることが必ずしも現実的でないとはいえない。 

 キ 以上によれば、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない本件

諸規定が憲法２４条２項に違反するとはいえない。 15 

 ３ 争点 （国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠

償法１条１項の適用上違法と評価されるか）について 

  国家賠償法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々

の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたとき

に、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、20 

国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議

員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反した

かどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。

そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき

事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、25 

そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国家賠償法１条１項の適用
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上違法の評価を受けるものではない。 

 もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な

理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるに

もかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る

場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に5 

違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法１条１項の規定の

適用上違法の評価を受けることがあるというべきである（最高裁昭和５３年（オ）

第１２４０号同６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、

最高裁平成１３年（行ツ）第８２号、第８３号、同年（行ヒ）第７６号、第７７号

同１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁、平成２７年再婚禁止10 

期間大法廷判決参照）。 

  原告らは、本件諸規定が憲法１４条１項、２４条１項及び２項に違反するも

のであるにもかかわらず、国会が長期にわたって、本件諸規定が定める婚姻を同性

間でも可能とする立法措置（同性間の婚姻を可能とする立法措置）を怠っている旨

主張する。 15 

 しかしながら、本件諸規定が憲法１４条１項、２４条１項ないし２項に違反する

ものではないことは前記２において述べたとおりであるから、原告らの主張は前提

を欠くものといわざるを得ない。なお、前記２ のとおり、現行法上、同性愛者に

ついてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格

的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があ20 

るとはいえず、憲法２４条２項に違反する状態にあるということができるが、上記

の法制度を構築する方法は同性間の婚姻を現行の婚姻制度に含める旨の立法を行う

こと以外にも存在するのであるから、上記の状態にあることから原告らが主張する

同性間の婚姻を可能とする立法措置を講ずべき義務が直ちに生ずるものとは認めら

れない。 25 

 したがって、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠
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償法１条１項の適用上違法の評価を受けるとはいえない。 

第４ 結論 

 以上の次第であるから、原告らの請求は、その余の争点について判断するまでも

なくいずれも理由がないことに帰するから、これらを棄却することとして、主文の

とおり判決する。 5 
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